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0001、綾瀬スポーツ公園 https://
shisetsu.mizuno.jp/m-7507-0002 を
見てください

就学時健康診断

市内在住で平成28年4月2日～29年4
月1日生まれの子が対象。就学予定の
小学校で受診してください。詳細は9月
下旬までに対象者の保護者へ通知しま
す。受付時間については、個別通知でお
知らせします。通知が届かない場合は
学校教育課☎70･5654
学校名 実施日 受付時間

綾瀬小学校 10/20（木）
①13:30～13:55
②14:00～14:25
③14:30～14:55

綾北小学校 10/27（木） ①14:00～14:15
②14:15～14:30

綾西小学校 10/28（金）
①13:05～13:20
②13:25～13:40
③13:45～14:00

早園小学校 10/24（月） ①14:10～14:30
②14:30～14:50

綾南小学校 12/1（木） ①13:45～14:00
②14:05～14:20

天台小学校 11/10（木） ①13:30～13:50
②13:50～14:10

北の台小学校 11/15（火） ①13:50～14:05
②14:10～14:25

落合小学校 11/2（水） ①13:25～13:40
②13:40～13:55

土棚小学校 11/1（火） ①13:45～14:00
②14:00～14:15

寺尾小学校 11/17（木） ①13:50～14:00
②14:00～14:10

新型コロナウイルス感染症生活
困窮者自立支援金の申請期限が
9月末まで延長になりました

新型コロナウイルス感染症の長期化に
伴う総合支援資金の再貸付と初回貸
付の終了などによって、生活に困窮し
ている世帯の方に支給する「新型コロ
ナウイルス感染症生活困窮者自立支援
金」の申請期限が、8月31日から9月30
日に延長になりました。対象者には申
請書などを郵送しています。支給を希
望する方は、期限までに手続きをして
ください。 福祉総務課☎70・5624

10月1日～7日は公証週間

公証制度とは、契約や遺言の際に、法務
大臣が任命した公証人が公文書である
公正証書を作成し、後日のトラブル防止、
取引の安全や遺言の完全な実現を図る
ものです。相談は公証役場が無料で行っ

ています。 横浜地方法務局総務課☎
045･641･7461
IIMURO�GLASS
市民スポーツセンター情報
●同センター、野球場などの利用申し込み
▶12月分利用申し込み　10月1日（土）
8時30分から市 公共施設予約シス
テムか同センター
▶1月分の利用抽選▷ 　登録区分が
｢市民｣｢市民1/2超｣の団体▷ 　10月
1日～15日に同システムか同センター
●トレーニング講習会
トレーニング室の器具の使用方法など
の講習会。 同センターで要確認 高
校生以上の方（同室を初めて利用する
方は必ず受講） 運動着、体育館履き
●その他
新型コロナウイルス感染症対策のルー
ルがあります。詳しくは同センター
https://shisetsu.mizuno.jp/m-7507-

神奈川県大和市渋谷１-９-11

アパート・マンション・店舗も実績多数！
大型の工場やタンクまで対応しています。

神奈川県綾瀬市深谷中8-1-12
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　就労やその他の自立に関する相談に乗り、支援を
行っています。相談は同課へ直接。

毎週月～金曜日（祝日を除く）8時30分～12時15分・
13時～17時 市内在住で、経済的に困っている方
■自立相談支援事業
就労やその他の自立に関する相談支援、事業利用の
ための支援プランなどの作成を行います。
■住居確保給付金の支給
有期で家賃相当額の支給を行います。 所得が一定
基準以下などの要件に該当し、離職などにより住宅を
失ったか失う恐れのある方
■学習支援事業
学習支援、居場所の提供、進路相談などを行います。

生活困窮世帯（就学援助受給世帯など）の中学生

■就労準備支援事業
「社会との関わりに不安がある」「他の人とコミュニケー
ションがうまくとれない」など、直ちに就労が困難な
方に、プログラムに沿って、一般就労に向けた基礎能
力を養いながら就労に向けた支援や就労機会の提供
を行います。
■家計改善支援事業
家計状況の「見える化」と根本的な課題を把握し、相
談者が自ら家計を管理できるように支援を行います。

　
　

　アメリカオニアザミは、繁殖力の強い外来の植物で
す。葉や茎に硬く鋭いとげを持ち、手に刺さると危険
です。自宅の庭や自己所有の敷地などに生育していた
場合は、次の方法で駆除してください。

　特�徴
　在来種のアザミと異なり、茎だけでなく、葉や花下部
にもとげがあります。開花時期は7～10月ですが、枯れた
後でも鋭いとげがあるため、駆除の際には十分に注意し
てください。高さは50～100cmに成長するため、小さい
子どもは特に注意してください。

　駆除の方法
● 花が咲く前の駆除が効果的

です
● 硬く鋭いとげがあるため、革

手袋などをつけて作業してく
ださい

● 草刈り鎌などで刈るか、スコッ
プなどを使用して根周辺を土
ごと掘り返してください。株や
根が残っていると再生してしまいます

● 土を落としてから可燃ごみとして処分してください。
とげがごみ袋を突き破り、収集作業員がけがをする
可能性があるので、新聞紙などでくるむかごみ袋に「と
げ注意」の貼り紙をしてください
環境保全課☎70･5619

生活困窮者自立支援制度

アメリカオニアザミ の 
駆除 にご協力をお願いします

11/15号原稿は10/12締め切り

市民からのお知らせ

福祉総務課
☎70･5624

　10月17日～23日は行政相談週
間です。行政相談委員は総務大臣
から委嘱を受けて、行政機関の仕
事などへの意見や苦情・要望を聴き、
相談者に必要な助言や関係機関に
その情報を知らせるなど、解決の手
伝いをします。この機会に「行政相
談」を利用してください。
　毎月第2月曜日に同相談を実施
していますが、10月は同週間に合わ
せて17日（月）に行います。

総務省神奈川行政評価事務所☎
0570･09･0110、市民課☎70･5605
■行政相談委員
坂田秀彦氏、守矢桂子氏
■相談の内容
・医療保険や年金、雇用、道路、社会

福祉、交通機関など、いろいろな行
政分野の幅広い相談に対応

・複数の機関にまたがる場合や申
し出先が分からない場合も受け
付け

困ったら一人で悩まず行政相談


